
◆
令
和
２
年
度
国
民
年
金
保
険
料

に
つ
い
て

令
和
２
年
４
月
か
ら
令
和
３
年
３
月

分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
額
は
、
月

額
１
６
，
５
４
０
円
で
す
。

令
和
２
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
額

は
、
国
民
年
金
法
第
87
条
に
お
い
て
１

７
，
０
０
０
円
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

平
成
16
年
度
か
ら
の
物
価
と
賃
金
の

変
動
に
基
づ
く
、
令
和
２
年
度
の
保
険

料
改
定
率
０
．
９
７
３
を
乗
じ
る
こ
と

に
よ
り
、
１
６
，
５
４
０
円
と
な
り
ま

し
た
。

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る

納
付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利
で
お
得
な

口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
伴
う
国
民
年
金
保
険

料
免
除
等
に
係
る
臨
時
特
例
に

つ
い
て

令
和
２
年
５
月
１
日
か
ら
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

と
な
っ
た
場
合
は
、
臨
時
特
例
措
置
と

し
て
本
人
申
告
の
所
得
見
込
額
を
用
い

た
簡
単
な
手
続
き
に
よ
り
、
国
民
年
金

保
険
料
免
除
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
し

た
。

【
対
象
と
な
る
方
】

⑴
令
和
２
年
２
月
以
降
に
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

収
入
が
減
収
し
た
こ
と
。

⑵
令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
な
ど
の

状
況
か
ら
見
て
、
当
年
中
の
所
得
の

見
込
み
が
、
現
行
の
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
等
に
該
当
す
る
水
準
に
な

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。（
そ
れ

ぞ
れ
の
免
除
区
分
に
つ
い
て
本
人
・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得
が
下
記
の

表
の
計
算
式
で
計
算
し
た
金
額
の
範

囲
内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
）

※
臨
時
特
例
に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
・
猶
予
及
び
学
生
納
付
特
例

申
請
は
、
⑴
と
⑵
を
い
ず
れ
も
満
た

し
た
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
期
間
】

令
和
２
年
２
月
分
以
降
の
国
民
年
金

保
険
料
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
手
続
き
方
法
】

○
申
請
に
必
要
な
書
類

⑴
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予

申
請
書

⑵
所
得
の
申
立
書

○
学
生
の
方
が
申
請
に
必
要
な
書
類

⑴
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
申

請
書

⑵
所
得
の
申
立
書

⑶
学
生
証
の
コ
ピ
ー

・
申
請
書
と
所
得
の
申
立
書
は
、
住
民

課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ
窓
口
に

用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、 

 
 
 
 

日
本
年
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か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
申
請
先
】

申
請
に
必
要
な
書
類
と
と
も
に
、
役

場
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
で
き
る
限
り
郵
送

に
よ
る
手
続
き
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先
◇

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
26―

９
０
２
６

日
本
年
金
機
構

旭
川
年
金
事
務
所

電
話
０
１
６
６

72

５
０
０
２

☆免除承認の所得基準

全額免除 （扶養親族等の数＋1）×35 万円＋22 万円

4 分の 3 免除 78 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

半額免除 118 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

4 分の 1 免除 158 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

☆免除承認の所得基準（学生の方）※申請者本人のみ

118 万円＋扶養親族等の数×38 万円＋社会保険料控除額等


